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      平成21年２月27日 

各 位 

東京都千代田区永田町二丁目 11 番１号

パシフィックホールディングス株式会社

代 表 取 締 役 社 長  織 井  渉

（コード番号：8902 東証第一部）

問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務

           田 中  賢 一

ＴＥＬ      03（5251）8525

 

有価証券報告書に関する監査意見不表明のお知らせ 

 

当社は、平成20年 11月期有価証券報告書を提出するにあたり添付される金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づく監査法人トーマツによる監査報告書について、同監査法人より監査

意見を表明しない旨の監査報告書を本日受領しましたので下記の通りお知らせいたします。また、

これに伴い、当社株式は、株式会社東京証券取引所より監理銘柄の指定を受ける見込みとなりま

したことを併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 背景と概要 

当社は、財務基盤の健全化と今後の安定的な経営基盤の確保を図るため、平成20年11月26日付

で、中国の投資家から出資を受ける株式会社中柏ジャパン(以下、「中柏ジャパン」という)との間

で投資契約を締結し、中柏ジャパンを引受先とした普通株式の第三者割当増資約650百万円、普通

社債の発行約27,000百万円（平成21年２月27日発行予定であった優先株式の発行時に本普通社債

を現物出資することにより、優先株式の払込金の一部に充当される予定であったもの）及び優先

株式の第三者割当増資約47,000百万円 により、合計約47,650百万円の資金調達を平成21年２月27

日までに実施することを予定しておりました。このうち、普通株式については、平成20年12月19

日に654百万円の払込が完了し、同日付で中柏ジャパンが当社の総議決権数の29.00％を保有する

筆頭株主となっております。 

しかしながら、昨年９月以降に顕著となった不動産市況及び資金調達環境の急速な悪化を受け、

当社は、平成20年11月期の連結決算において経常損失16,044百万円及び当期純損失73,015百万円

を計上し、同期末時点において5,335百万円の債務超過の状況となり、金融機関からの借入金等が

財務制限条項に抵触し、当該債務の一括返済を求められる可能性が発生いたしました。これに伴

い、当社は、平成20年11月期の連結計算書類及び計算書類に「継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況」の注記を記載いたしました。 

また、平成21年１月27日付の当社プレスリリース「平成20年11月26日付投資契約における優先

株引受に係る前提条件未充足の状況及び中柏ジャパンとの新たな優先株発行条件の合意に向けた

協議について」にて報告のとおり、上記平成20年11月期決算の内容や債務超過に伴い当社株式が

東京証券取引所市場第一部から第二部へ指定替えされる見込みとなったこと等が、中柏ジャパン

との投資契約に定める「資産若しくは負債の状況、財政状態又は経営成績に重大な悪影響を及ぼ

す事象」の発生に該当し、中柏ジャパンは平成20年11月26日に締結した投資契約に基づく普通社

債及び優先株式の引受義務を充足しておらず、当社はこれらの払込が受けられない事態となって
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おりました。 

以上の背景により、当社は、平成20年11月期連結計算書類及び計算書類に関し、会計監査人で

ある監査法人トーマツより、中柏ジャパンを割当先とした優先株式の第三者割当増資及びそれを

前提とした経営計画の実行可能性等について、平成21年１月27日の監査時点においては適正な監

査意見を表明するための合理的な基礎を得ることが出来ない旨の会社法上の監査報告書を受領し

ておりました。 

当社は、中柏ジャパンを割当先とした優先株式の第三者割当増資を実現するため、中柏ジャパ

ンによる同意の下、当該優先株式の発行価格その他発行条件を改めて見直し、同社を通じて引続

き中国の投資家との協議を行ってまいりました。中柏ジャパンから同社の投資家との交渉状況に

ついては随時報告を受けておりますが、平成21年２月27日現在、当該優先株式の第三者割当増資

は実現しておりません。 

以上のことから、平成20年11月期有価証券報告書を提出するにあたり添付される金融商品取引

法第193条の２第１項の規定に基づく監査報告書について、当社は、当社の会計監査人である監査

法人トーマツより、下記２.記載のとおり平成21年２月27日現在において、当社の優先株式の第三

者割当増資及びこれを前提とした経営計画の実行可能性等が未確定の状況にあるとして、監査意

見を表明しない旨の監査報告書を本日受領致しました。 

 

２．監査報告書の記載内容 

 受領した監査報告書に記載された内容は以下の通りであります。 

 

連結財務諸表 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられているパシフィックホールディングス株式会社の平成１９年１２月１日から平成２

０年１１月３０日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にある。 

 当監査法人は、下記事項を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。 

記 

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度末現在 5,335 百万円

の債務超過の状況にあるとともに、借入金 57,145 百万円及び社債 8,500 百万円が財務制限条項に抵触

したこと等により、継続企業の前提に重要な疑義が存在している。当該状況を解消するための会社の

対応は、当該注記に記載されているとおりであるが、会社が平成２１年２月２７日に払込を受けるこ

とを予定していた優先株式の第三者割当増資（約 47,000 百万円）は実現しておらず、現時点では本優

先株式の発行及びこれを前提とした経営計画の実行可能性等は不明である。このため、継続企業を前

提として作成されている上記の連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることがで

きなかった。 

 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、上記事項の連結財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、パ

シフィックホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２０年１１月３０日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

るかどうかについての意見を表明しない。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以上
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（ご参考） 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

当社グループは、昨年９月以降に顕著となった不動産市況及び資金調達環境の急速な悪化を受け、

当連結会計年度において経常損失16,044百万円及び当期純損失73,015百万円を計上し、当連結会計年

度末現在5,335百万円の債務超過の状況にあります。これに伴い、金融機関からの借入金57,145百万円

及び社債8,500百万円が財務制限条項に抵触しているため、当該債務の一括返済を求められる可能性が

あります。 

 当該状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を大幅に改善するための経営者の対応は、以下のとおりであります。 

（1） 第三者割当増資による新株式（普通株式及び優先株式）及び普通社債（私募債）の発行  

 当社は、財務面の施策として自己資本の増強により、財務基盤の健全化と今後の安定的な経営基盤

の確保を図るため、平成20年11月26日、中国における不動産会社等（以下「投資家」という）から出

資をうける株式会社中柏ジャパン(以下「中柏ジャパン」という)との間で投資契約を締結し、資本参

加を仰ぐことといたしました。 

 中柏ジャパンとの間で締結しました投資契約（以下「投資契約」という）において、中柏ジャパン

を引受先とした普通株式の第三者割当増資（約650百万円）、普通社債の発行（約27,000百万円）及び、

本普通社債の現物出資を払込金の一部に充当する優先株式の第三者割当増資（約47,000百万円）を行

い、合計で約47,650百万円の資金調達を予定しておりました。 

 このうち、普通株式654百万円は平成20年12月19日に払込が完了し、同日付で中柏ジャパンが当社の

総議決権数の28.99％を保有する筆頭株主となっております。 

 その後、平成20年12月26日に払込を受けることを予定しておりました普通社債（約27,000百万円）

は、同日付で平成21年2月27日までの間の別途合意する日まで延長することとなりました。 

 しかしながら、（a）当連結会計年度末現在、連結貸借対照表において債務超過となり東京証券取引

所の定める市場第二部への指定替え基準に抵触すること、並びに、（b）前連結会計年度の決算訂正が

なされること等により、平成21年２月27日までの間の別途合意する日まで払込を延長した普通社債（約

27,000百万円）及び平成21年２月27日に払込を受けることを予定しておりました優先株式約47,000百

万円（上述社債による現物出資分を含みます。）につきましては、投資契約に定める引き受け義務履行

の前提条件が満たされないため、中柏ジャパンから上記の社債及び優先株式の引受及び払込を受けら

れない事態となりました。 

 かかる事態を受けて、当社は、中柏ジャパンと協議を行い、優先株式の発行による増資（約47,000

百万円）を実現するため、当該優先株式における発行価格その他発行条件を改めて見直しを行い、投

資家と引き続き協議を行うことについて同意を得ました。その後、中柏ジャパンから同社の投資家と

の交渉状況について随時報告を受けておりましたが、平成21年２月27日現在、上記の優先株式の第三

者割当増資は実現しておりません。 

 当社としましては、当該優先株式発行の実現に向け、中柏ジャパンによる協力を得た上で最大限の

努力を払う方針でありますが、払込金額、発行時期につきましては、平成21年２月27日現在、未定で

あります。 

（2） 今後の経営者の対応 

1. 経営体制 

 下記の経営計画に基づき中柏ジャパンと共同での不動産プライベートファンドを組成し、事業上の

シナジーを図ることにより、早急の業績回復に努めてまいります。 

2. 経営方針 

 当社は、「不動産アセットマネジメント会社」として、強みのあるアセットクラスに経営資源の選択

と集中を行い、ファンド事業の成長を目指すことを経営方針として中期的に事業を進めてまいります。
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 従来のバランスシートを用いた販売用不動産及び有形固定資産への投資開発事業については、今後

ファンド組成のためのウェアハウジング機能や投資家の要望に基づく共同出資に限定し、キャピタル

ゲイン目的の新規投資については撤退いたします。 

 今後、中国政府が奨励する「走出去（ゾウチュチィ）戦略（中国国外への投資を積極的に行うこと

を意味する）」の一環として、中国の不動産会社等の日本の不動産への投資ニーズと当社が保有する投

資運用のプラットフォームを融合させることにより、中国の不動産会社等からの出資による日本の不

動産を取得する大型の不動産投資ファンドを組成し、シリーズ化を図ってまいります。また、当社グ

ループは、不動産アセットマネジメントのプラットフォームとして国内有数の規模と体制を有してお

り、今後他社が組成した不動産投資ファンドのアセットマネジメント業務の受注も目指してまいりま

す。 

当社グループは、創業以来レジデンシャル及びオフィスビルからスタートし、今日まで様々なタイ

プの不動産を投資・運用してまいりましたが、当社グループが運用する不動産投資ファンドの利益極

大化を図っていくことに一層注力していくため、今後は物件規模、ブランド力、アセットマネジメン

トシステムなどの当社グループが蓄積してきたノウハウを最も発揮できるレジデンシャル、オフィス

ビル及び商業施設の投資・運用を中心として行ってまいります。 

 これらにより、今までのようなキャピタルゲインを中心とした収益構造から、グループで運用する

不動産投資ファンドからのマネジメントフィーによる安定収益を中心とした収益構造へ転換し、「不動

産アセットマネジメント会社」としての成長を目指してまいります。 

3.経営計画の骨子 

① 不動産プライベートファンドの組成 

 中柏ジャパンと共同で組成する、中国の投資資金を運用する不動産投資ファンドから収受するファ

ンド組成報酬と預り資産残高の拡大による管理手数料の増加により早急の業績回復を図ります。なお、

組成を計画しているファンドの概要は以下のとおりです。 

i. 穏定运用型基金（安定運用型ファンド） 

 中国の不動産会社等からの長期安定運用目的のエクイティ資金を用い、日本の優良不動産に対し低

レバレッジでの長期投資（運用期間は10年程度を予定）を行うファンドを翌連結会計年度中の組成を

計画しております。 

ii. 机会基金（オポチュニティファンド） 

 中国の不動産会社等からのエクイティ資金を用い、ディスカウントされた価格で売却される不動産、

不動産会社株式等に対し、運用期間５年程度で投資を行うファンドを翌連結会計年度中の組成を計画

しております。  

② バランスシートの整理 

 当連結会計年度末に帳簿価額を正味売却価額まで減額した保有不動産やゴルフ場資産を早期に売却

を進めることにより有利子負債の削減を行ってまいります。一部保有不動産については、中国の不動

産会社等と共同で組成する大型私募ファンドのシード物件として売却を予定しております。  

③ 収益構造の再構築 

 従来のキャピタルゲイン中心の収益構造から、アセットマネジメント事業の拡大に伴う管理手数料

中心の安定的な収益構造に転換いたします。収益構造の転換と同時にコスト構造についても抜本的に

見直しを行います。アセットマネジメント事業へ人員を集中的に配置し人的資源の効率的活用を徹底

するとともに、間接部門のコスト削減、バランスシートを用いた保有不動産やゴルフ場資産を早期に

売却することにより有利子負債及び金利負担の削減を進めます。  

④ 事業シナジーの発揮 

 中国の不動産会社等の日本の不動産への投資ニーズと、当社が保有する投資運用のプラットフォー

ムを融合することにより大型私募ファンドの組成を予定しております。 

 また、中柏ジャパンとの資本提携による財務基盤の健全化により信用の回復を図り、他社組成のフ

ァンドのアセットマネジメント業務の受注拡大を積極的に行ってまいります。 
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（3） 取引金融機関及び取引先との良好な関係維持 

 当社グループは、これまで、取引金融機関との良好な関係を構築しており、主要な金融機関には今

後の経営計画についての説明も行い、期限の利益喪失請求は行わず中柏ジャパンの資本参加に向け支

援を継続する旨の連絡を受けておりました。また、一部の連結子会社のノンリコースローン（責任財

産限定型債務）において債務不履行による遅延損害金が生じておりますが、当連結会計年度末におい

て帳簿価額を正味売却価額まで減額し、早期売却の交渉を進めております。 

 このほか、不動産取得契約の期限の延長及び不動産取得契約の合意解約金の支払期限の当面の延長

について、取引先に合意を頂いておりました。 

 しかしながら、上記「（１）第三者割当増資による新株式（普通株式及び優先株式）及び普通社債（私

募債）の発行」に記載の事態を受けて、再度、金融機関及び取引先との交渉を行わなければならず、

当社としましては最大限の努力を払い、合意を得るよう努めていく方針でありますが、交渉結果によ

っては債務不履行、期限の利益喪失請求が発生する可能性があります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。 

 

 

個別財務諸表 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられているパシフィックホールディングス株式会社の平成１９年１２月１日から平成２

０年１１月３０日までの第１９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にある。 

 当監査法人は、下記事項を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的

な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。 

記 

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度末現在 8,749 百万円の債

務超過の状況にあるとともに、借入金 51,049 百万円が財務制限条項に抵触したこと等により、継続企

業の前提に重要な疑義が存在している。当該状況を解消するための会社の対応は、当該注記に記載さ

れているとおりであるが、会社が平成２１年２月２７日に払込を受けることを予定していた優先株式

の第三者割当増資（約 47,000 百万円）は実現しておらず、現時点では本優先株式の発行及びこれを前

提とした経営計画の実行可能性等は不明である。このため、継続企業を前提として作成されている上

記の財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 

 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、上記事項の財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、パシフィッ

クホールディングス株式会社の平成２０年１１月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事

業年度の経営成績を適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上

 

（ご参考） 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

当社は、昨年９月以降に顕著となった不動産市況及び資金調達環境の急速な悪化を受け、当事業年

度において当期純損失63,961百万円を計上し、当事業年度末現在8,749百万円の債務超過の状況にあり

ます。これに伴い、金融機関からの借入金51,049百万円が財務制限条項に抵触しているため、当該債
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務の一括返済を求められる可能性があります。 

 当該状況により、当社には、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  当該状況を大幅に改善するための当社の対応は、以下のとおりであります。 

（1） 第三者割当増資による新株式（普通株式及び優先株式）及び普通社債（私募債）の発行  

 当社は、財務面の施策として自己資本の増強により、財務基盤の健全化と今後の安定的な経営基盤

の確保を図るため、平成20年11月26日、中国における不動産会社等（以下「投資家」という）から出

資をうける株式会社中柏ジャパン(以下「中柏ジャパン」という)との間で投資契約を締結し、資本参

加を仰ぐことといたしました。 

 中柏ジャパンとの間で締結しました投資契約（以下「投資契約」という）において、中柏ジャパン

を引受先とした普通株式の第三者割当増資（約650百万円）、普通社債の発行（約27,000百万円）及び、

本普通社債の現物出資を払込金の一部に充当する優先株式の第三者割当増資（約47,000百万円）を行

い、合計で約47,650百万円の資金調達を予定しておりました。 

 このうち、普通株式654百万円は平成20年12月19日に払込が完了し、同日付で中柏ジャパンが当社の

総議決権数の28.99％を保有する筆頭株主となっております。 

 その後、平成20年12月26日に払込を受けることを予定しておりました普通社債（約27,000百万円）

は、同日付で平成21年2月27日までの間の別途合意する日まで延長することとなりました。 

 しかしながら、（a）当連結会計年度末現在、連結貸借対照表において債務超過となり東京証券取引

所の定める市場第二部への指定替え基準に抵触すること、並びに、（b）前連結会計年度の決算訂正が

なされること等により、平成21年２月27日までの間の別途合意する日まで払込を延長した普通社債（約

27,000百万円）及び平成21年２月27日に払込を受けることを予定しておりました優先株式約47,000百

万円（上述社債による現物出資分を含みます。）につきましては、投資契約に定める引き受け義務履行

の前提条件が満たされないため、中柏ジャパンから上記の社債及び優先株式の引受及び払込を受けら

れない事態となりました。 

 かかる事態を受けて、当社は、中柏ジャパンと協議を行い、優先株式の発行による増資（約47,000

百万円）を実現するため、当該優先株式における発行価格その他発行条件を改めて見直しを行い、投

資家と引き続き協議を行うことについて同意を得ました。その後、中柏ジャパンから同社の投資家と

の交渉状況について随時報告を受けておりましたが、平成21年２月27日現在、上記の優先株式の第三

者割当増資は実現しておりません。 

 当社としましては、当該優先株式発行の実現に向け、中柏ジャパンによる協力を得た上で最大限の

努力を払う方針でありますが、払込金額、発行時期につきましては、平成21年２月27日現在、未定で

あります。 

（2） 今後の経営者の対応 

1. 経営体制 

 下記の経営計画に基づき中柏ジャパンと共同での不動産プライベートファンドを組成し、事業上の

シナジーを図ることにより、早急の業績回復に努めてまいります。 

2. 経営方針 

 当社は、「不動産アセットマネジメント会社」として、強みのあるアセットクラスに経営資源の選択

と集中を行い、ファンド事業の成長を目指すことを経営方針として中期的に事業を進めてまいります。

 従来のバランスシートを用いた販売用不動産及び有形固定資産への投資開発事業については、今後

ファンド組成のためのウェアハウジング機能や投資家の要望に基づく共同出資に限定し、キャピタル

ゲイン目的の新規投資については撤退いたします。 

 今後、中国政府が奨励する「走出去（ゾウチュチィ）戦略（中国国外への投資を積極的に行うこと

を意味する）」の一環として、中国の不動産会社等の日本の不動産への投資ニーズと当社が保有する投

資運用のプラットフォームを融合させることにより、中国の不動産会社等からの出資による日本の不

動産を取得する大型の不動産投資ファンドを組成し、シリーズ化を図ってまいります。また、当社グ

ループは、不動産アセットマネジメントのプラットフォームとして国内有数の規模と体制を有してお
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り、今後他社が組成した不動産投資ファンドのアセットマネジメント業務の受注も目指してまいりま

す。 

 当社グループは、創業以来レジデンシャル及びオフィスビルからスタートし、今日まで様々なタイ

プの不動産を投資・運用してまいりましたが、当社グループが運用する不動産投資ファンドの利益極

大化を図っていくことに一層注力していくため、今後は物件規模、ブランド力、アセットマネジメン

トシステムなどの当社グループが蓄積してきたノウハウを最も発揮できるレジデンシャル、オフィス

ビル及び商業施設の投資・運用を中心として行ってまいります。 

 これらにより、今までのようなキャピタルゲインを中心とした収益構造から、グループで運用する

不動産投資ファンドからのマネジメントフィーからの安定収益を中心とした収益構造へ転換し、「不動

産アセットマネジメント会社」としての成長を目指してまいります。 

3.経営計画の骨子 

① 不動産プライベートファンドの組成 

 中柏ジャパンと共同で組成する、中国の投資資金を運用する不動産投資ファンドから収受するファ

ンド組成報酬と預り資産残高の拡大による管理手数料の増加により早急の業績回復を図ります。なお、

組成を計画しているファンドの概要は以下のとおりです。 

i.  穏定运用型基金（安定運用型ファンド） 

 中国の不動産会社等からの長期安定運用目的のエクイティ資金を用い、日本の優良不動産に対し低

レバレッジでの長期投資（運用期間は10年程度を予定）を行うファンドを翌事業年度中の組成を計画

しております。 

ii. 机会基金（オポチュニティファンド） 

 中国の不動産会社等からのエクイティ資金を用い、ディスカウントされた価格で売却される不動産、

不動産会社株式等に対し、運用期間５年程度で投資を行うファンドを翌事業年度中の組成を計画して

おります。 

② バランスシートの整理 

 当事業年度末に帳簿価額を正味売却価額まで減額した子会社の保有不動産やゴルフ場資産を早期に

売却を進めることにより有利子負債の削減を行ってまいります。一部保有不動産については、中国の

不動産会社等と共同で組成する大型私募ファンドのシード物件として売却を予定しております。 

③ 収益構造の再構築 

 従来のキャピタルゲイン中心の収益構造から、アセットマネジメント事業の拡大に伴う管理手数料

中心の安定的な収益構造に転換いたします。収益構造の転換と同時にコスト構造についても抜本的に

見直しを行います。アセットマネジメント事業へ人員を集中的に配置し人的資源の効率的活用を徹底

するとともに、間接部門のコスト削減、バランスシートを用いた保有不動産やゴルフ場資産を早期に

売却することにより有利子負債及び金利負担の削減を進めます。 

④ 事業シナジーの発揮 

 中国の不動産会社等の日本の不動産への投資ニーズと、当社が保有する投資運用のプラットフォー

ムを融合することにより大型私募ファンドの組成を予定しております。 

 また、中柏ジャパンとの資本提携による財務基盤の健全化により信用の回復を図り、他社組成のフ

ァンドのアセットマネジメント業務の受注拡大を積極的に行ってまいります。 

（3） 取引金融機関及び取引先との良好な関係維持 

 当社は、これまで、取引金融機関との良好な関係を構築しており、主要な金融機関には今後の経営

計画についての説明も行い、期限の利益喪失請求は行わず中柏ジャパンの資本参加に向け支援を継続

する旨の連絡を受けておりました。また、不動産取得契約の期限の延長について、取引先に合意を頂

いておりました。 

 しかしながら、上記「（１）第三者割当増資による新株式（普通株式及び優先株式）及び普通社債（私

募債）の発行」に記載の事態を受けて、再度、金融機関及び取引先との交渉を行わなければならず、

当社としましては最大限の努力を払い、合意を得るよう努めていく方針でありますが、交渉結果によ
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っては債務不履行、期限の利益喪失請求が発生する可能性があります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。 

 

３．当社株式の監理銘柄への指定の見込みについて  

 かかる事情により、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会

社が有価証券上場規程第601条第1項第11号b前段に該当すると認められる相当の事由があると東

京証券取引所が認める場合)」に該当するため、当社株式につきましては監理銘柄に指定される見

込みです。 

 

４．今後の展開 

 当社は、引続き中柏ジャパンによる協力を得た上で、当該優先株式の発行の実現に向け協議を

継続し、増資を実現させることで、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を早

期に解消し、監査意見不表明の解消に向けて全力を尽くす所存です。 

今後の中柏ジャパンによる当社への資本参加の協議の状況については、進展があり次第、速や

かに開示してまいります。 

 

なお、金融商品取引法第24条第１項に基づく第19期（平成19年12月１日から平成20年11月30日）

有価証券報告書につきましては、平成21年３月２日に提出する予定です。 

 以上 


